
四日市市告示第１６６号 

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項の規定により、使

用料の徴収等の事務を次のとおり委託したので、同条第２項の規定により告示する。 

令和３年３月３０日 

四日市市長  森  智 広   

 

１ 徴収等の事務を委託する使用料 

(1) 四日市市総合会館条例（平成２年四日市市条例第１２号）第９条に規定する集

会施設の使用料 

(2) 四日市市新丁ひろば駐車場条例（平成２２年四日市市条例第３号）第６条に規

定する駐車料金 

 

２ 徴収等の事務を行うもの 

(1) 名 称  公益財団法人四日市市文化まちづくり財団 

所在地  四日市市本町９番８号 

 (2) 名 称  株式会社ジェクティ 

   所在地  四日市市諏訪町４－５ 四日市諏訪町ビル８F 

 

３ 委託期間 

 令和３年４月１日から令和６年３月３１日まで 

 

（財政経営部管財課） 


